
徳
島
県
企
業
局
告
示
第
一
号

徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二

十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
九
日

徳
島
県
企
業
局
長

勝
間

基
彦

一

落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

１

工
事
名

Ｒ
７
企
工

阿
南
工
業
用
水
道

送
水
管
布
設
替
工
事
（
継
続
費
）

２

工
事
箇
所

阿
南
市
宝
田
町

３

工
事
概
要

施
工
延
長
Ｌ=

千
九
百
八
・
七
二
メ
ー
ト
ル

シ
ー
ル
ド
工
一
次
覆
工(

鞘
管
工)

Ｌ=
千
八
百
九
十
五
メ
ー
ト
ル

シ
ー
ル
ド
工
二
次
覆
工(

配
管
工)

Ｌ=

千
九
百
一
メ
ー
ト
ル

立
坑
Ｎ=

三
基
、
高
圧
噴
射
攪
拌
Ｎ=

五
十
三
本
、
薬
液
注
入
Ｎ=

百
八
十
九
本

防
音
ハ
ウ
ス
Ａ=

千
七
百
二
平
方
メ
ー
ト
ル

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

徳
島
県
企
業
局
経
営
企
画
課

徳
島
県
徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
七
年
十
二
月
十
八
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

戸
田
建
設
・
姫
野
組
・
大
一
建
設

送
水
管
布
設
替
工
事
共
同
企
業
体

代
表
構
成
員

戸
田
建
設
株
式
会
社

四
国
支
店

香
川
県
高
松
市
塩
上
町
二
丁
目
八
番
十
九
号

構
成
員

株
式
会
社
姫
野
組

徳
島
県
徳
島
市
佐
古
八
番
町
五
番
七
号

構
成
員

株
式
会
社
大
一
建
設

徳
島
県
阿
南
市
宝
田
町
平
岡
八
百
九
十
九
番
地
四

五

落
札
金
額
（
税
抜
き
）

三
十
四
億
九
千
三
百
九
十
一
万
五
千
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

総
合
評
価
一
般
競
争
入
札

七

総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
七
年
十
月
十
日


